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、
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を
送
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す
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三 

衆
議
院
議
員
草
川
昭
二
君
提
出
徳
島
県
木
頭
村
に
計
画
さ
れ
て
い
る
細
川
内
ダ
ム
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

大
規
模
公
共
事
業
の
事
業
内
容
の
評
価
を
よ
り
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
引
き
続
き
関

係
省
庁
に
お
い
て
総
合
的
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

「
審
議
会
等
の
透
明
化
、

見
直
し
等
に
つ
い
て
」
（

平
成
七
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）

に
お
い
て
は
、

審
議
会
等

は
、
原
則
と
し
て
、
会
議
の
公
開
、
議
事
録
の
公
開
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
運
営
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と

し
、
特
段
の
事
情
に
よ
り
会
議
又
は
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
示
し
、
議
事
要
旨
を
原
則
公

開
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
会
議
後
の
議
事
録
公
開
、
会
議
の
報
道
関
係
者
へ
の
公
開
又
は
会
議
の
一

般
公
開
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
閣
議
決
定
で
い
う
「
会
議
の
公
開
」
又
は
「
議
事
録
の
公
開
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

公
開
の
方
法
等
審
議
会
等
の
具
体
的
運
営
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
審
議
会
等
に
お
い
て
、
こ

の
閣
議
決
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 



 

 

四 

ま
た
、

審
議
会
等
の
委
員
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
各
審
議
会
等
の
委
員
の
任
期
切
れ
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
交
替
の
際

に
、
こ
の
閣
議
決
定
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
命
権
者
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

現
在
、
建
設
省
、
農
林
水
産
省
又
は
運
輸
省
に
関
係
す
る
公
共
事
業
に
係
る
審
議
会
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
の
出
身
者

が
会
長
又
は
委
員
を
務
め
て
い
る
も
の
の
名
称
及
び
当
該
会
長
又
は
委
員
の
各
省
退
職
時
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一

の
と
お
り
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
を
設
置
し
、
地
域
の
意
見
を
的
確
に
聴
取
し
て
事
業
の
進
め
方
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
具

体
的
に
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
及
び
関
係
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
委
嘱
さ
れ
た
委
員
に
よ
る
科
学
的
な

デ
ー
タ
等
を
基
に
し
た
審
議
、
そ
の
審
議
概
要
の
公
表
等
を
通
じ
て
、
一
層
の
透
明
性
及
び
客
観
性
を
確
保
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。 

ま
た
、
同
委
員
会
は
、
建
設
省
河
川
局
長
通
達
に
基
づ
き
、
地
方
建
設
局
長
等
が
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
令
に
基
づ

く
も
の
で
は
な
い
。 

四
に
つ
い
て 



 

 

五 

ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
を
当
該
ダ
ム
等
事
業
に
関
係
す
る
地
域
全
体
の
意
見
が
的
確
に
反
映
さ
れ
る
構
成
と
す
る
た

め
、
当
該
地
域
を
統
括
す
る
関
係
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
、
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

徳
島
県
議
会
か
ら
は
、
平
成
七
年
七
月
七
日
の
土
木
委
員
会
に
お
い
て
、
土
木
部
河
川
課
長
が
、
「
こ
の
審
議
委
員
会
は

決
し
て
白
紙
を
前
提
と
し
た
会
議
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
当
然
、
そ
の
中
に
は
県
知
事
も
入
り
ま
す
し
、
県
議
の
代
表
の
方

も
入
り
ま
す
。
そ
し
て
広
く
一
般
の
方
の
意
見
も
聴
く
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
中
で
中
止
も
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
決
し
て
も
と
か
ら
、
白
紙
か
ら
議
論
を
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
し
に
、
例
え
ば
基
本
計
画
策

定
ま
で
の
一
つ
の
手
続
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
お
考
え
願
っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と

答
弁
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
十
一
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
委
員
会
の
設
置
に
よ
る
事
業
評
価
方
策

が
試
行
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
七
年
度
ま
で
に
事
業
に
着
手
し
て
い
る
ダ
ム
、
堰せ

き

若
し
く
は
湖
沼
水
位 



 

 

六 

調
節
施
設
の
新
築
若
し
く
は
改
築
又
は
遊
水
池
総
合
開
発
等
事
業
で
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十

五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
等
の
事
業
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」
と
い
う

。
）
が
未
作
成
の
事
業
又
は

事
業
計
画
の
作
成
後
長
期
間
が
経
過
し
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
事
業
評
価
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
事
業
の
中
か
ら
、

当
面
地
方
建
設
局
等
ご
と
に
原
則
と
し
て
一
事
業
を
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
各
々
の
事
業
の
計
画
進

捗
ち
ょ
く

状
況
及
び
平
成
七
年
度
ま
で
の
事
業
費
合
計
金
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ

る
。 

七
及
び
八
に
つ
い
て 

一
般
国
道
百
九
十
五
号
の
木
頭
村
折
宇
地
区
か
ら
西
宇
地
区
ま
で
の
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
の
道
路
の
幅
員
（
道
路

の
区
域
の
幅
員
か
ら
法
面
そ
の
他
車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
部
分
の
幅
員
を
除
い
た
幅
員
を
い
う

。
）

は
、
徳
島
県
が
測
定
し
た
値
に
よ
れ
ば
、
最
も
狭
い
箇
所
で
三
・
一
七
メ
ー
ト
ル
（
舗
装
さ
れ
て
い
る
部
分
の
幅
員
で
二
・

八
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

九
に
つ
い
て 

一
般
国
道
百
九
十
五
号
の
御
指
摘
の
区
間
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
道
路
管
理
者
で
あ
る
徳
島
県
知
事
に
お
い
て
、
自
動 



 

 

七 

車
の
往
復
の
方
向
の
通
行
を
確
保
す
る
た
め
の
待
避
所
の
設
置
、
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置

等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
ま

い
り
た
い
。 

十
に
つ
い
て 

建
設
省
の
直
轄
ダ
ム
建
設
事
業
に
係
る
事
務
費
関
係
に
お
い
て
は
、

食
糧
費
と
い
う
区
分
は
な
い
。
会
議
費
に
つ
い
て

は
、
地
方
建
設
局
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
建
設
省
訓
第
二
十
四
号
）
に
基
づ
き
保
存
さ
れ
て
い
る
関
係
資
料
か
ら

把
握
で
き
る
範
囲
で
は
、
細
川
内
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
し
て
は
、
平
成
二
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で
の
間
の
総
支
出
回
数

は
百
回
、
同
期
間
に
お
け
る
総
支
出
額
は
約
三
百
六
十
万
円
で
あ
る
。 

十
一
に
つ
い
て 

会
計
検
査
院
か
ら
、
「
ダ
ム
・
河
口
堰
計
六
か
所
が
長
年
に
わ
た
り
着
工
で
き
な
い
た
め
、
調
査
費
な
ど
約
八
百
五
十
億

円
が
無
駄
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
事
実
は
な
く
、
平
成
六
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
多
目
的
ダ
ム
等
建
設

事
業
の
実
施
に
関
し
、
細
川
内
ダ
ム
を
含
む
計
六
事
業
に
つ
い
て
、
「
治
水
対
策
や
将
来
の
水
需
要
等
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
建
設
省
及
び
水
資
源
開
発
公
団
に
お
い
て
、
関
係
機
関
等
と
の
緊
密
な
連
絡
・
協
調
を
基
に
、
事
業
の
総
合
的
な
調
整 



 

 

八 

を
図
っ
た
り
、
周
辺
事
業
の
進
展
と
整
合
性
を
図
っ
た
り
な
ど
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
態
の
改
善
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
細
川
内
ダ
ム
建
設
事
業
費
は
適
正
に
支
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
会
計
検
査
院
か
ら
不
適
切
な
支
出
が
あ
る

と
の
指
摘
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
。 

十
二
の
（
三
）
の
ア
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事

実
施
基
本
計
画
（
以
下
「
工
事
実
施
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
地
点
（
以
下
「
基
準
地

点
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
計
画
規
模
を
表
す
超
過
確
率
年
（
以
下
「
確
率
年
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で

あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
イ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
基
準
地
点
に
係
る
流
域
面
積
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
ウ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
降
雨
量
に
係
る
確
率
計
算
の
各
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
別
表
第
三
に
示
す
確
率
年
に
対 



 

 

九 

応
し
た
降
雨
量
計
算
値
及
び
計
画
降
雨
量
決
定
値
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
エ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
用
い
た
基
準
地
点
の
上
流
に
お
け
る
過
去
の
第

一
位
か
ら
第
十
位
ま
で
の
降
雨
量
及
び
そ
の
発
生
年
月
日
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
オ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
考
慮
し
た
過
去
の
洪
水
ご
と
の
最
大
流
量
、
そ

の
発
生
年
月
日
及
び
発
生
時
刻
並
び
に
そ
の
時
に
お
け
る
水
位
は
、
別
表
第
七
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
カ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
用
い
た
洪
水
流
出
解
析
の
手
法
及
び
当
該
手
法

を
用
い
た
理
由
は
、
別
表
第
八
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
キ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
計
画
降
雨
量
を
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
用
い
た
過
去
の
洪
水
に
お
け
る

降
雨
量
で
除
し
た
値
（
以
下
「
引
き
延
ば
し
率
」
と
い
う
。
）
及
び
引
き
延
ば
し
率
を
用
い
て
算
出
し
た
洪
水
の
最
大
流
量 



 

 

一
〇 

は
、
別
表
第
九
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
ク
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
基
準
地
点
に
お
け
る
基
本
高
水
の
最
大
流
量
の
決
定
値
（
以
下
「
基
本
高
水
流
量
」
と

い
う
。
）
及
び
引
き
延
ば
し
率
を
用
い
て
算
出
し
た
洪
水
の
最
大
流
量
に
対
す
る
基
本
高
水
流
量
の
充
足
度
は
、
別
表
第
十
の

と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
ケ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
基
準
地
点
の
上
流
に
お
い
て
洪
水
調
節
機
能
を
持
つ
ダ
ム
の
位
置
及
び
当
該
ダ
ム
の
洪

水
調
節
容
量
は
、
別
表
第
十
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
コ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
用
い
た
過
去
の
洪
水
に
お
い
て
、
ダ
ム
、
遊
水

池
及
び
放
水
路
に
よ
る
治
水
上
の
効
果
を
踏
ま
え
、
引
き
延
ば
し
率
を
用
い
て
算
出
し
た
基
準
地
点
に
お
け
る
洪
水
の
最
大

流
量
は
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
サ
に
つ
い
て 



 

 

一
一 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
基
準
地
点
に
お
け
る
計
画
高
水
流
量
並
び
に
ダ
ム
、
遊
水
池
及
び
放
水
路
の
治
水
上
の

効
果
の
見
込
み
は
、
別
表
第
十
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
シ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
計
画
高
水
流
量
に
対
応
す
る
水
位
は
、
別
表
第
十
四
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
ス
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
ダ
ム
が
仮
に
な
い
も
の
と
し
て
計
画
高
水
流
量
の
増
加
量
を
算
出
し
て
い
る
河
川
に
お
け
る
当
該
増
加
量
は
、

別
表
第
十
五
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
セ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
計
画
横
断
形
に
係
る
低
水
路
の
河
床
の
高
さ
（
以
下
「
計
画
河
床
高
」
と
い
う
。
）
の

勾こ
う

配
（
以
下
「
河
床
勾こ

う

配
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
十
六
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
河
道
計
画
上
、
粗
度
係
数
は
定
め
て
い
な
い
。 

十
二
の
（
三
）
の
ソ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
計
画
河
床
高
並
び
に
左
岸
及
び
右
岸
の
計
画
横
断
形
に
係
る
堤
防
の
高
さ
（
以
下
「
計 



 

 

一
二 

画
堤
防
高
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
十
七
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
タ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
現
況
の
河
道
の
計
画
高
水
位
以
下
の
地
盤
高
の
平
均
値
（
以
下
「
平
均
河
床
高
」
と
い

う
。
）
並
び
に
左
岸
及
び
右
岸
の
現
況
の
堤
防
高
は
、
別
表
第
十
八
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
チ
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
各
河
川
に
つ
い
て
は
、
平
均
河
床
高
の
過
去
の
推
移
は
、
別
表
第
十
九
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
二
の
（
三
）
の
ツ
に
つ
い
て 

ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
ダ
ム
の
計
画
地
点
上
流
に
お
け
る
工
事
実
施
基
本
計
画
の
策
定
に
当

た
り
用
い
た
過
去
の
洪
水
ご
と
の
時
間
別
降
雨
量
は
、
別
表
第
二
十
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
三
の
ア
に
つ
い
て 

和
食
水
位
観
測
所
及
び
古
庄
水
位
観
測
所
に
お
け
る
平
成
七
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
毎
日
の
流
量
は
、
別
表
第
二
十
一

の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
楠
根
地
点
は
流
量
観
測
を
行
っ
て
い
な
い
。 



 

 

一
三 

十
三
の
イ
に
つ
い
て 

小
見
野
々
ダ
ム
、
長
安
口
ダ
ム
及
び
川
口
ダ
ム
に
お
け
る
平
成
七
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
毎
日
の
貯
水
量
、
流
入
量
及

び
放
流
量
は
、
別
表
第
二
十
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

十
三
の
ウ
に
つ
い
て 

那
賀
川
水
系
に
お
け
る
取
水
制
限
の
開
始
に
関
す
る
一
般
的
な
条
件
は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
な
取
水
制
限
に
つ

い
て
は
、
ダ
ム
の
貯
水
状
況
、
気
象
状
況
等
を
踏
ま
え
、
那
賀
川
水
系
の
渇
水
時
に
お
け
る
関
係
利
水
者
間
の
水
利
調
整
を

行
う
た
め
河
川
管
理
者
、

利
水
者
等
で
構
成
さ
れ
る
那
賀
川
水
系
渇
水
対
策
利
水
者
会
議
に
お
い
て
随
時
決
定
さ
れ
て
い

る
。 平

成
七
年
の
取
水
制
限
の
経
過
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

八
月
二
十
五
日 

第
一
回
那
賀
川
水
系
渇
水
対
策
利
水
者
会
議
の
開
催
。 

八
月
二
十
六
日 

工
業
用
水
に
つ
い
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水
制
限
の
開
始
。 

八
月
二
十
八
日 

工
業
用
水
に
つ
い
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水
制
限
の
開
始
。 

八
月
三
十
日 

 

第
二
回
那
賀
川
水
系
渇
水
対
策
利
水
者
会
議
の
開
催
。
農
業
用
水
に
つ
い
て
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水 



 

 

一
四 

制
限
の
開
始
。 

九
月
二
日 

 
 

工
業
用
水
に
つ
い
て
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水
制
限
の
開
始
。 

九
月
七
日 

 
 

第
三
回
那
賀
川
水
系
渇
水
対
策
利
水
者
会
議
の
開
催
。
農
業
用
水
に
つ
い
て
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水

制
限
の
開
始
。 

九
月
八
日 

 
 

徳
島
県
渇
水
対
策
本
部
の
設
置
。
第
一
回
徳
島
県
渇
水
対
策
本
部
会
議
の
開
催
。 

九
月
十
二
日 

 

第
四
回
那
賀
川
水
系
渇
水
対
策
利
水
者
会
議
の
開
催
。 

九
月
十
四
日 

 

第
二
回
徳
島
県
渇
水
対
策
本
部
会
議
の
開
催
。
第
五
回
那
賀
川
水
系
渇
水
対
策
利
水
者
会
議
の
開
催
。 

九
月
十
五
日 

 

川
ロ
ダ
ム
で
発
電
を
停
止
し
、
ゲ
ー
ト
か
ら
の
放
流
に
切
り
替
え
る
。 

九
月
十
八
日 

 

工
業
用
水
に
つ
い
て
七
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水
制
限
の
開
始
。 

九
月
二
十
日 
 

農
業
用
水
に
つ
い
て
取
水
停
止
。 

九
月
二
十
三
日 

降
雨
に
よ
り
、
工
業
用
水
に
つ
い
て
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
取
水
制
限
の
一
時
緩
和
。 

九
月
二
十
四
日 

取
水
制
限
の
全
面
解
除
。 

十
三
の
エ
に
つ
い
て 



 

 

一
五 

那
賀
川
水
系
に
お
け
る
平
成
七
年
の
渇
水
に
お
い
て
、
取
水
制
限
の
基
準
と
な
る
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

那
賀
川
南
岸
土
地
改
良
区
及
び
那
賀
川
北
岸
土
地
改
良
区
に
係
る
農
業
用
水
毎
秒
十
六
・
四
一
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

新
王
子
製
紙
株
式
会
社
、
日
本
製
紙
株
式
会
社
及
び
阿
南
工
業
用
水
道
に
係
る
工
業
用
水
毎
秒
三
・
三
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

十
三
の
オ
に
つ
い
て 

平
成
七
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
に
、
那
賀
川
か
ら
取
水
さ
れ
た
工
業
用
水
の
毎
日
の
取
水
量
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
十

三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
農
業
用
水
の
毎
日
の
取
水
量
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

十
三
の
カ
に
つ
い
て 

那
賀
川
流
域
に
お
け
る
観
測
地
点
別
の
平
成
七
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
毎
日
の
降
水
量
は
、
別
表
第
二
十
四
の
と
お
り

で
あ
る
。 

   



 

 

一
六 

 



 

 

一
七 

 



 

 

一
八 

 

         



 

 

一
九 

 



 

 

二
〇 

 



 

 

二
一 

 
（
注
）
一 

金
額
の
単
位
は
、
百
万
円
で
あ
る
。 

二 
平
成
七
年
度
ま
で
の
事
業
費
合
計
金
額
は
平
成
六
年
度
ま
で
の
決
算
額
と
平
成
七
年
度
の
予
算
現
額
（
二
次

補
正
後
ベ
ー
ス
）
の
合
計
で
あ
る
。 

三 

渡
良
瀬
遊
水
池
総
合
開
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
Ⅰ
期
事
業
と
Ⅱ
期
事
業
の
合
計
額
で
決
算
し
て
い
る
た
め
、

平
成
七
年
度
ま
で
の
事
業
費
合
計
金
額
に
は
、
Ⅱ
期
事
業
着
手
後
の
Ⅰ
期
事
業
の
額
を
含
ん
で
い
る
。 

      



 

 

二
二 

 



 

 

二
三 

 



 

 

二
四 

 

（
注
）
確
率
年
の
単
位
は
、
年
で
あ
る
。 

  



 

 

二
五 

 



 

 

二
六 

 



 

 

二
七 

 

（
注
）
流
域
面
積
の
単
位
は
、
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

  



 

 

二
八 

 



 

 

二
九 

 



 

 

三
〇 

 



 

 

三
一 

             



 

 

三
二 

 



 

 

三
三 

 



 

 

三
四 

 



 

 

三
五 

 



 

 

三
六 

 

（
注
）
降
雨
量
計
算
値
及
び
計
画
降
雨
量
決
定
値
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 



 

 

三
七 

 



 

 

三
八 

 



 

 

三
九 

 



 

 

四
〇 

 



 

 

四
一 

 



 

 

四
二 

 



 

 

四
三 

 



 

 

四
四 

             



 

 

四
五 

             



 

 

四
六 

             



 

 

四
七 

             



 

 

四
八 

 



 

 

四
九 

             



 

 

五
〇 

 



 

 

五
一 

 



 

 

五
二 

 



 

 

五
三 

 



 

 

五
四 

 



 

 

五
五 

 



 

 

五
六 

 



 

 

五
七 

             



 

 

五
八 

 



 

 

五
九 

 



 

 

六
〇 

 



 

 

六
一 

 



 

 

六
二 

（
注
）
一 

降
雨
量
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

二 

降
雨
量
は
、
そ
の
年
の
最
大
の
流
域
平
均
雨
量
で
あ
る
。 

三 

発
生
年
月
日
は
、
当
該
降
雨
の
初
日
で
あ
る
。 

四 
旧
吉
野
川
大
寺
地
点
に
つ
い
て
は
、
時
間
雨
量
で
あ
る
。 

         



 

 

六
三 

 



 

 

六
四 

 



 

 

六
五 

 



 

 

六
六 

 



 

 

六
七 

 



 

 

六
八 

 



 

 

六
九 

 



 

 

七
〇 

             



 

 

七
一 

 



 

 

七
二 

 



 

 

七
三 

             



 

 

七
四 

 



 

 

七
五 

 



 

 

七
六 

 



 

 

七
七 

 



 

 

七
八 

 



 

 

七
九 

        

※
表
あ
り 

---------------------[E
nd of Page 80]--------------------- 

※
表
あ
り 

---------------------[E
nd of Page 81]--------------------- 

※
表
あ
り 



 

 

八
〇 

             



 

 

八
一 

 



 

 

八
二 

 



 

 

八
三 

 
（
注
）
一 

※
は
、
推
定
値
で
あ
る
。 

二 
最
大
流
量
の
単
位
は
、
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
で
あ
る
。 

三 

水
位
は
、
量
水
標
の
値
で
あ
り
、
単
位
は
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

四 

高
瀬
川
高
瀬
橋
地
点
、
渡
良
瀬
川
高
津
戸
地
点
及
び
旧
吉
野
川
大
寺
地
点
で
は
、
流
量
観
測
を
行
っ
て
い
な

い
。 

五 

揖
斐
川
万
石
地
点
の
二
位
、
四
位
及
び
六
位
の
数
値
は
、
近
傍
の
鷺
田
地
点
の
観
測
値
で
あ
る
。 

六 

球
磨
川
萩
原
地
点
の
数
値
は
、
近
傍
の
横
石
地
点
の
観
測
値
で
あ
る
。 

七 

記
載
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
は
、
不
明
で
あ
る
。 

   



 

 

八
四 

             



 

 

八
五 

             



 

 

八
六 

 

 



 

 

八
七 

 



 

 

八
八 

             



 

 

八
九 

 



 

 

九
〇 

             



 

 

九
一 

 



 

 

九
二 

 



 

 

九
三 

 



 

 

九
四 

 



 

 

九
五 

 



 

 

九
六 

       



 

 

九
七 

 



 

 

九
八 

 



 

 

九
九 

 



 

 

一
〇
〇 

 



 

 

一
〇
一 

 

（
注
）
一 

最
大
流
量
の
単
位
は
、
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
で
あ
る
。 

二 

※
は
、
実
績
の
降
雨
量
が
計
画
降
雨
量
を
上
回
る
た
め
、
実
績
の
降
雨
量
を
用
い
て
い
る
。 

 



 

 

一
〇
二 

 



 

 

一
〇
三 

 



 

 

一
〇
四 

 



 

 

一
〇
五 

 

（
注
）
一 

基
本
高
水
流
量
の
単
位
は
、
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
で
あ
る
。 

二 

充
足
度
の
単
位
は
、
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

      



 

 

一
〇
六 

 



 

 

一
〇
七 

 

（
注
）
一 

洪
水
調
節
容
量
の
単
位
は
、
千
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

二 

ダ
ム
は
、
建
設
中
又
は
実
施
計
画
調
査
中
の
も
の
を
含
む
。  

 



 

 

一
〇
八 

 



 

 

一
〇
九 

             



 

 

一
一
〇 

             



 

 

一
一
一 

 



 

 

一
一
二 

 



 

 

一
一
三 

 



 

 

一
一
四 

 



 

 

一
一
五 

             



 

 

一
一
六 

             



 

 

一
一
七 

 



 

 

一
一
八 

             



 

 

一
一
九 

 



 

 

一
二
〇 

 

（
注
）
最
大
流
量
の
単
位
は
、
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
で
あ
る
。 



 

 

一
二
一 

 



 

 

一
二
二 

             



 

 

一
二
三 

 

（
注
）
計
画
高
水
流
量
並
び
に
ダ
ム
、
遊
水
池
及
び
放
水
路
の
治
水
上
の
効
果
の
見
込
み
の
単
位
は
、
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒

で
あ
る
。 

 



 

 

一
二
四 

 



 

 

一
二
五 

 



 

 

一
二
六 

         

（
注
）
一 

計
画
高
水
流
量
に
対
応
す
る
水
位
は
計
画
高
水
位
で
あ
り
、
単
位
は
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

二 

計
画
高
水
流
量
に
対
応
す
る
水
位
は
、
東
京
湾
平
均
海
面
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
利
根
川
水

系
に
つ
い
て
は
江
戸
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
四
〇
二
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た

高
さ
、
多
摩
川
水
系
に
つ
い
て
は
荒
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
一
・
一
三
四
四
メ
ー
ト
ル
） 



 

 

一
二
七 

を
基
準
と
し
た
高
さ
、
吉
野
川
水
系
に
つ
い
て
は
阿
波
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
三
三

三
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。 

三 

計
画
高
水
流
量
に
対
応
す
る
水
位
は
、
高
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地

点
、
利
根
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
渡
良
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地

点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
鬼
怒
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下

流
地
点
、
多
摩
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
黒
部
川
に
つ
い
て
は
基
準

地
点
か
ら
約
二
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
井
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
三
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

下
流
地
点
、
旭
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
野
川
に
つ
い
て
は
基
準

地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
の
値
で
あ
る
。 

    



 

 

一
二
八 

 

（
注
）
計
画
高
水
流
量
の
増
加
量
の
単
位
は
、
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
で
あ
る
。 

       



 

 

一
二
九 

 



 

 

一
三
〇 

 



 

 

一
三
一 

 

        

（
注
）
河
床
勾こ

う

配
は
、
高
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
利
根
川
に
つ
い
て
は
基

準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
渡
良
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

上
流
地
点
、
鬼
怒
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
多
摩
川
に
つ
い
て
は
基
準
地

点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
黒
部
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
二
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地 



 

 

一
三
二 

点
、
吉
井
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
三
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
旭
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約

二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
野
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
そ
の

他
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
の
値
で
あ
る
。 

          



 

 

一
三
三 

 



 

 

一
三
四 

 



 

 

一
三
五 

 

（
注
）
一 

計
画
河
床
高
及
び
計
画
堤
防
高
の
単
位
は
、
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

二 

△
は
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。 

三 

計
画
河
床
高
及
び
計
画
堤
防
高
は
、
東
京
湾
平
均
海
面
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
利
根
川
水
系

に
つ
い
て
は
江
戸
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
四
〇
二
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た
高 



 

 

一
三
六 

さ
、
多
摩
川
水
系
に
つ
い
て
は
荒
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
一
・
一
三
四
四
メ
ー
ト
ル
）
を

基
準
と
し
た
高
さ
、
吉
野
川
水
系
に
つ
い
て
は
阿
波
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
三
三
三

メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。 

四 

計
画
河
床
高
及
び
計
画
堤
防
高
は
、
高
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地

点
、
利
根
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
渡
良
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地

点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
鬼
怒
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下

流
地
点
、
多
摩
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
黒
部
川
に
つ
い
て
は
基
準

地
点
か
ら
約
二
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
井
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
三
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

下
流
地
点
、
旭
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
野
川
に
つ
い
て
は
基
準

地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
の
値
で
あ
る
。 

   



 

 

一
三
七 

 



 

 

一
三
八 

 



 

 

一
三
九 

         

（
注
）
一 

平
均
河
床
高
及
び
現
況
の
堤
防
高
の
単
位
は
、
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

二 

△
は
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。 

三 

平
均
河
床
高
及
び
現
況
の
堤
防
高
は
、
東
京
湾
平
均
海
面
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
利
根
川
水

系
に
つ
い
て
は
江
戸
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
四
〇
二
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た 



 

 

一
四
〇 

高
さ
、
多
摩
川
水
系
に
つ
い
て
は
荒
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
一
・
一
三
四
四
メ
ー
ト
ル
）

を
基
準
と
し
た
高
さ
、
吉
野
川
水
系
に
つ
い
て
は
阿
波
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
三
三

三
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。 

四 
平
均
河
床
高
及
び
現
況
の
堤
防
高
は
、
高
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地

点
、
利
根
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
渡
良
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地

点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
鬼
怒
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下

流
地
点
、
多
摩
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
黒
部
川
に
つ
い
て
は
基
準

地
点
か
ら
約
二
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
井
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
三
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

下
流
地
点
、
旭
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
野
川
に
つ
い
て
は
基
準

地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
の
値
で
あ
る
。 

   



 

 

一
四
一 

 



 

 

一
四
二 

 



 

 

一
四
三 

 



 

 

一
四
四 

             



 

 

一
四
五 



 

 

一
四
六 

 



 

 

一
四
七 

 



 

 

一
四
八 

 



 

 

一
四
九 

 



 

 

一
五
〇 

 



 

 

一
五
一 

 

（
注
）
一 

平
均
河
床
高
の
単
位
は
、
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

二 

△
は
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。 



 

 

一
五
二 

三 

平
均
河
床
高
は
、
東
京
湾
平
均
海
面
を
基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
利
根
川
水
系
に
つ
い
て
は
江
戸

川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
四
〇
二
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た
高
さ
、
多
摩
川
水
系

に
つ
い
て
は
荒
川
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
一
・
一
三
四
四
メ
ー
ト
ル
）
を
基
準
と
し
た
高

さ
、
吉
野
川
水
系
に
つ
い
て
は
阿
波
工
事
基
準
面
（
東
京
湾
平
均
海
面
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
三
三
三
メ
ー
ト
ル
）
を

基
準
と
し
た
高
さ
で
あ
る
。 

四 

平
均
河
床
高
は
、
高
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
利
根
川
に
つ
い

て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
渡
良
瀬
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
鬼
怒
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
多
摩
川
に

つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
黒
部
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
二
・
二

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
井
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
三
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
旭
川
に

つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
地
点
、
吉
野
川
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
か
ら
約
〇
・
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
地
点
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
基
準
地
点
の
値
で
あ
る
。 

 



 

 

一
五
三 

 



 

 

一
五
四 

 



 

 

一
五
五 

 



 

 

一
五
六 

 



 

 

一
五
七 

 



 

 

一
五
八 

 



 

 

一
五
九 

 



 

 

一
六
〇 

 



 

 

一
六
一 

 

 



 

 

一
六
二 

 



 

 

一
六
三 

 



 

 

一
六
四 

 



 

 

一
六
五 

 



 

 

一
六
六 

 



 

 

一
六
七 

 



 

 

一
六
八 

 



 

 

一
六
九 

 



 

 

一
七
〇 

 



 

 

一
七
一 

 



 

 

一
七
二 

 



 

 

一
七
三 

 

 



 

 

一
七
四 

 

 



 

 

一
七
五 

 



 

 

一
七
六 

 



 

 

一
七
七 

 



 

 

一
七
八 

 



 

 

一
七
九 

 



 

 

一
八
〇 

 



 

 

一
八
一 

 



 

 

一
八
二 

 



 

 

一
八
三 

 



 

 

一
八
四 

 



 

 

一
八
五 

 



 

 

一
八
六 

 



 

 

一
八
七 

 



平
成
八
年
七
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
三
十
四
回
国
会
答
弁
の 

 

二
八
） 
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二 

 

四
・
八
二
」
、「
二
四
・
一
九
」
、
「
二
五
・
二
八
」
及
び
「
二
四
・
三
一
」
と
あ
る
の
は
、
そ 

    



れ
ぞ
れ
「
二
四
・
四
四
」
、「
二
七
・
六
○
」、
「
二
四
・
八
二
」、「
二
四
・
一
九
」
及
び
「
二 

五
・
二
八
」
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
・ 
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